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平成 21年度教育委員会活動の自己点検・評価（２月末現在）について 
 

（基本方針）Ⅰ 「いのち」を大切にし、豊かな心と健やかな体を育てる 

（重点施策）１ いのちの教育の推進 

事   業   計   画 事 業 実 施 状 況 達 成 目 標 達成状況の点検・評価 今  後  の  対  応 

「いのちの教育」を推進し、児童生徒に体験活動等を通し

て、「生命」や「生き方」について深く考えさせ、健全育成

を図るとともに、学校体育・スポーツの充実を図り、児童生

徒の「いのち」を支える豊かな心と健やかな体を育む。 
 

(1) 「いのちの教育サポーター」の拡充 

体験活動や読書活動などを通して、子どもたちとかかわ

るボランティア、「いのちの教育サポーター」を拡充する

ため、活動の基礎的な技術を習得するスキルアップ研修会

を開催するとともに、サポーターを実践の場にコーディ

ネートする。 

 

 

 

 

 

(2) 児童生徒の体験の機会の充実 

児童生徒の豊かな人間性や社会性の育成に向けて、生命

の大切さや生き方について深く考える生活体験や長期宿

泊体験、自然体験等様々な体験の機会を設定し、いのちの

教育を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(1) 教育事務所単位で、 
①ネットワーク会議の開

催 
②スキルアップ研修会

（12回開催、延べ747
人参加）の開催 
③実践の場へのコーディ

ネート 
④サポーターのデータ

ベース化は作業中 
 

(2) 高畠町立二井宿小学校
最上町立大堀小学校の 2
校で、2泊 3日程度の宿
泊体験学習を実施 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
(1) いのちの教育サ
ポーター数： 
新規100人 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2)  
 ○ 学校の教育課

程に位置づけ計

画的に推進して

いる学校の割

合：100％ 
 
○ いじめの発生

件数前年度比減

少 

 
 
 
 
 
(1) 達成 
（平成 22年 2月
22 日現在、121
人） 

 
 
 
 
 
 
 
(2) 
○ 達成 
 
 
 
 
 
○ － 
（平成 22年 8月
公表予定の文部

 
 
 
 
 

(1) 学校や PTA 活動などの
ニーズに応えるサポーター

の一層の拡充を推進する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 各学校での体験活動の実
施状況を把握し、各学校の

特色に応じた効果的な体験

活動が行われるよう支援策

を検討していく。 
 
 
 
 
 

資料１－３ 
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(3) 教員の資質向上に向けた各種講習会や研修会等の開催 

創意工夫のある授業や各学校が主体的に行う特色ある

体力づくり（１学校１取組み）など、学校の教育活動全体

を通じて運動やスポーツの楽しさ、喜びを体験できるよう

指導者を育成する取組みを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)-① 体育実技指導者研修
を開催し、子どもの体力

向上指導者養成研修の内

容を伝達 
・小中学校教員：教育事

務所ごとに各1日間  
・高等学校教員：2日間 

(3)-② 体育経営研修会を開
催し、体育・保健体育の

指導法等に関する実践研

究を実施 
・小中学校教員：4日間 
・高等学校教員：8日間 

(3)-③ 運動部活動指導者研
修会を開催し、顧問教員

の指導力を向上 
・中学校教員：1日間 

(3)-④ 高校登山指導者研修
会を開催し、顧問教員の

安全登山の指導力を向上 
 ・高等学校教員：2日間 
(3)-⑤ 学校体育研究発表大
会を開催し、指導者の資

質を向上 
 ・小中高校教員：1日間 
 
 
 

 
 
 
(3) 児童生徒の体
力・運動能力調査

結果における全国

平均以上である項

目数の割合：80.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

科学省調査で集

約） 
 

(3) 達成 
（80.4%） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(3) 現在の事業内容を継続し
ながら、なお一層の教員の

指導資質向上を図る。 
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(4) 運動部活動や体育授業等への地域スポーツ人材の活用 

児童生徒に対して、より高い技術的指導を受けさせるこ

とにより、スポーツに親しみ、体力の向上を図るとともに、

教員の負担を減らし、多くの児童生徒と向き合う時間を確

保する観点から、運動部活動や体育の授業等に地域の人材

（外部指導者）を活用する実践的な調査研究を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5)  中・高体連に対する助成支援 

中学校・高等学校等の体育・スポーツ活動の振興を図る

ため、東北・全国大会の派遣費を助成するとともに、各種

体育大会や強化事業が一層充実するよう育成・支援する。 

(4)-① 地域スポーツ人材活
用促進委員会を開催し、

地域スポーツ人材の発

掘・活用・養成について

検討 
(4)-② 地域スポーツ人材を
対象とした研修会を開催

し、生徒への指導上の配

慮事項及び指導法研修を

実施 
(4)-③ 体育授業の充実と指
導者の資質向上のため、

小中学校の体育授業及び

小学校の体育的行事に地

域のスポーツ人材（180
人）を派遣 

(4)-④ 生徒のニーズに応え
るとともに教員の負担軽

減のため、中高等学校の

運動部活動に地域スポー

ツ人材（70人）を派遣 
 
(5) 中学校体育振興費、高等
学校体育振興費、特別支

援学校体育振興費、県総

合体育大会負担金を支出 

(4) 地域スポーツ人
材の活用数 
・小・中学校 
体育授業 80人 
体育的行事100人 
・中・高等学校の運

動部活動 70人 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) － 

(4) 概ね達成 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 事業を継続し、地域スポー
ツ人材の派遣数を増加す

る。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 事業を継続し、学校体育団
体を育成することにより、

体育・スポーツ活動の振興

を図る。 

・小・中学校 
体育授業83人 
体育的行事100人 
・中・高等学校の運

動部活動67人 
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（重点施策）２ 子育て支援の充実 

事   業   計   画 事 業 実 施 状 況 達 成 目 標 達成状況の点検・評価 今  後  の  対  応 

放課後子どもプランの推進、私立幼稚園の子育て支援事業

の推進、家庭教育支援の充実などにより、子育て支援の充実

を図る。 
 

(1) 「放課後子どもプラン」の推進 

市町村における「放課後子ども教室」設置の促進と、「放  
課後児童クラブ」との連携による「放課後子どもプラン」

を推進する。 
  ① 放課後子どもプラン推進委員会の開催 
  ② コーディネーター研修会の開催 
  ③ 指導者研修会の開催 
  ④ 市町村補助事業の実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(1)-① 3 回開催し、円滑な
「放課後子どもプラン」

の取組みのための協力体

制づくり等の検討を実施 
(1)-② 2 回開催し、コー
ディネーターや事業担当

者の研修や情報交換等を

実施 
(1)-③ 「放課後子ども教室」
指導者や「放課後児童ク

ラブ」指導員の情報交換

や実技研修等を実施 
（4教育事務所×2回） 

(1)-④ ｢放課後子ども教室」
と｢放課後児童クラブ」の

実施市町村に対し助成 
（放課後子ども教室:：
125箇所、放課後児童ク
ラブ：207箇所） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(1) 「放課後子ども教
室」、「放課後児童

クラブ」のいずれ

かが設置されてい

る小学校区の割

合：75％ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(1) 達成 
（75％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(1) 来年度以降も継続し、放課
後や週末の安全で安心な居

場所としての「放課後子ど

も教室」と「放課後児童ク

ラブ」の設置を促していく。 
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(2) 子育て支援事業の充実 

① 地域開放事業 
施設の地域開放や幼児教育講座、相談事業等を実施す

る私立幼稚園に対して補助を行う。 
② 預かり保育事業 

早朝、夕方及び夏休み等長期休業期間中の預かり保育

を実施する私立幼稚園に対して補助を行う。 
③ にこにこ子育て支援事業 
私立幼稚園が同一世帯から同時に 2 人以上通園して
いることを事由として保育料を軽減し、市町村が当該軽

減額を幼稚園に対し助成した場合、県が1／2以内の額
の補助を行う。 

 
(3) 家庭の教育力の向上 

家庭教育に関して総合的に事業を推進するため、県家庭

教育推進協議会を設置する。 
また、悩みを持つ親等の相談に対応するため、家庭教育

電話相談を開設する。 
 
 
 
 

(4) 家庭教育支援体制の充実 

家庭教育に関する学習機会等の提供と、子育て支援者の

スキルアップ講座の開催や、７地区をモデルとした訪問型

家庭教育支援チームを設置する。 
  ① 子育ち講座・家庭教育出前相談室の開催 
② 事業所等への家庭教育出前講座の実施 
③ 子育ち支援者パワーアップ講座の開催 
④ 訪問型家庭教育支援チームの設置（国委託事業） 
⑤ 県家庭教育支援フォーラムの開催（  〃  ） 

(2)-① 地域開放事業を行っ
た私立幼稚園に補助（手

続中、60園） 
(2)-② 預かり保育を行った
私立幼稚園に補助（手続

中、88園） 
(2)-③ 当該保育料の軽減額
を幼稚園に対して助成し

た市町村に補助（21 市
町） 
 
 
 

(3) 県家庭教育推進協議会
を３回開催し、実施事業

等について検討、協議 
家庭教育電話相談を開

設（2月末現在192件） 
 
 
 
 
(4)-① 22市町村で 24回開
催（参加者：1,155人） 

(4)-② 13回実施（2月末現
在、参加者332人） 

(4)-③ 教員や幼稚園教諭、
保育士等を対象に 9回開
催（参加者：508人） 

(4)-④ 県内 7 市町に設置
し、訪問による家庭教育

(2) － 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) － 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) － 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 地域開放事業、預かり保育
事業を実施する私立幼稚園

や、にこにこ子育て支援事

業を実施する市町村に対し

て、今後とも子育て支援が

継続されるよう積極的に支

援する。 
 
 
 
 
 
 
(3)、(4) 事業を統合し，県と市
町村の役割を明確化した家

庭教育支援を推進する。特

に、市町村との連携のもと、

すべての親を対象とした学

習機会の提供をめざした

「やまがた子育ち講座」の

拡充を図る。 
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(5) 子育て支援活動の拡充 

子育てに不安や悩みを抱えている親に対する情報提供

や支援を行うため、育児サークルに子育て経験者を配置

し、相談対応や情報提供を実施する。 

支援の手法開発を実施 
(4)-⑤ 上記手法の普及啓発
のため開催（参加者：74
人) 

 
(5) 県内４地区の拠点とな
る育児サークルに 12 人 

を配置 

 
 
 
 
 
(5) － 

 

 
 
 
 
 
(5) ３年間の継続事業として、 
  子育て中の親を対象とした 
 相談対応や講座の充実を図 
 る。 
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（重点施策）３ 幼児期の教育の強化 

事   業   計   画 事 業 実 施 状 況 達 成 目 標 達成状況の点検・評価 今  後  の  対  応 

小学校との緩やかな接続を可能にする幼保小の連携を推

進することで、幼児期の教育の質の一層の向上を図るととも

に、「幼児共育アクションプログラム」にもとづく幼児共育

を推進する。 
 

(1) 幼保小の連携強化による幼児期の教育の充実 

幼保小の教育（保育）に直接携わる教員等の合同研修会

等で協議しながら幼保小連携スタートプログラムを作成

し、それを普及することで幼児期の教育を一層充実させ

る。 

 

 

 

(2) 幼児共育の実践拡充 

「幼児共育」の実践推進のための幼児共育ふれあい活動

を実施する。 
① 幼児共育ふれあい活動の実施 
② 幼児ふれあい合同セミナーの開催 

 

 

 

(3) アクションプログラムによる幼児共育の推進 

幼児共育に係る事業推進のための山形県幼児共育推進

本部の設置及び「山形県幼児共育アクションプログラム」

の普及を図る。 
① 山形県幼児共育推進本部の設置 
② 「ともいく広場」の実施 

 
 
 
 
 
(1) 幼保小連携スタートプ
ログラム作成のための

WGを5回開催、各教育
事務所単位で幼保小合同

研修会を開催、スタート

プログラムのモデル案を

作成中 

 
(2)-① 県内 4 地区の NPO
等に委託し実施 
（総参加者：3,154人） 

(2)-② 4地区で開催 
（総参加者：215人） 

 
 
 
(3)-① 推進本部会議を 2回
開催し、幼児共育の啓発

等について協議 
(3)-② 県内10箇所で実施 
（総参加者：915人） 

 
 
 
 
 
(1) 幼保小連携ス
タートプログラム

のモデル案の作成 
 
 
 
 
 
(2)、(3) 幼児共育事業
への参加者数： 

4,000人 
 

 
 
 
 
 
(1) 達成見込み 
（3 月中に作成予
定） 

 
 
 
 
 
(2)、(3) 達成 
（参加者数：

4,284人） 
 

 
 
 
 
 
(1) 幼保小連携スタートプロ
グラムモデル案をもとに、

モデル地域で実践すること

で、プログラムを実効性の

高いものにするとともに普

及を図る。  
 
 
(2)、(3) アクションプログラム
による三者が連携した幼児

共育の実践活動を推進する

ために、新たに幼稚園・保

育所での効果的な幼児共育

プログラム開発を実施す

る。 
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（重点施策）４ 食育の推進 

事   業   計   画 事 業 実 施 状 況 達 成 目 標 達成状況の点検・評価 今  後  の  対  応 

食は「いのち」を育む原動力であることから、教育活動全

体を通じ望ましい食の教育を推進するとともに、家庭や地域

に対し食の大切さを普及･啓発し、子どもたちの豊かな心と

健やかな体の育成、食を通した人づくりを図る。 
 

(1) 学校における食育の推進体制整備と食育の実践活動の支

援  

学校における食育を推進するため、学校食育推進会議及

び研修会を開催する。 

また、モデル地域で、栄養教諭を中核とした学校･家庭･

地域が連携した食育活動を支援するとともに、食育推進に

係る地域人材の学校への派遣や団体が行う学校と連携し

た食育活動を支援する。 

 
 
 
 
 
(1)-① 学校食育推進会議を
開催（1 回）し、食育の
重要性について学校関係

者の共通認識を深めると

ともに意見交換を通じ、

県の食育施策へ反映 
(1)-② 地域や市町村単位で
の学校食育推進研修会を

開催（2地域、4市町村）
し、学校における食育全

体計画等の作成を促進 
(1)-③ 栄養教諭が配置され
た 1市をモデル地域に、
学校･家庭･地域が連携し

た「栄養教諭を中核とし

た食育推進事業」を実施 
(1)-④ 学校が実施する食育
学習や活動に地域の人材

を派遣（10校） 
(1)-⑤ 団体が行う学校と連
携した食育推進活動に対

し助成（PTA5団体） 

 
 
 
 
 

(1)-①、② 学校にお
ける食育計画の作

成進捗率 
幼稚園   73% 
小学校   84% 
中学校   67% 
高等学校  42% 
特別支援学校80% 

(1)-① 学校給食にお
ける地場産物の活

用割合：年平均

30%以上（食材数
ベース） 

 
 
(1)-①～⑤ 子どもの
朝食欠食率の対前

年度1割減 
小学校6年 9.7% 
中学校3年12.9%  

 
 
 
 
 

(1)-①、② － 
（1～2月調査、3
月中に集計予定） 

 
 
 
 
 
(1)-① 未達成  
（28.6%） 
（平成 20 年度文
部科学省｢学校給

食における地場

産物の活用状況

調査結果｣） 
(1)-①～⑤ 未達成 
・小学校6年  

9.9% 
・中学校3年 

13.7% 
（平成 21 年度文
部科学省「全国学

力・学習状況調査

結果」） 

 
 
 
 
 
(1) 引き続き、学校食育推進会
議・フォーラム及び研修会

の開催、栄養教諭の計画的

な配置を通じ、学校におけ

る食育推進を図る。 
また、モデル地域、モデ

ル校指定による食育活動を

支援し、事業成果の普及を

図る。  
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（基本方針）Ⅱ 「まなび」を通して、自立をめざす  

（重点施策）１ 小中学校における少人数学級編制等の推進 

事   業   計   画 事 業 実 施 状 況 達 成 目 標 達成状況の点検・評価 今  後  の  対  応 

小中学校における少人数学級編制等の施策を推進し、個に

応じたきめ細やかな指導を充実させることにより、本県児童

生徒の知･徳･体の調和のとれた育成を図る 

 

(1) 少人数学級編制等のよさを活かした指導方法の改善 

小中学校の少人数学級編制等の施策「教育山形『さんさ

ん』プラン」を実施するとともに、その効果検証を行い、

少人数学級のよさを活かした指導方法の工夫改善を推進

する。 

 

 

 

 

(1)-① 小学校１年生から中
学校１年生及び中学校２

年生の一部（8 校）での
少人数学級編制、低学年

副担任制、重点教科充実

制、別室登校生徒支援員

の配置を実施 
(1)-② 教育事務所毎少人数
教育推進ＷＧ（各 3回）
の開催、「やまがたの子ど

ものまなびを考える

フォーラム」の開催、実

施校に対する訪問調査

（20 校）、学習に対する
意識調査の実施 

 
 
 
 
(1)  
○ 教育やまがた

「さんさん」プ

ランに基づき、

従来の指導方法

等を改善してい

る学校の割合： 
100% 

 
○ 別室登校生徒

支援員配置校

で、不登校や別

室登校生徒の状

況に改善が見ら

れる学校の割

合：100% 
 
○ 全国学力・学

習状況調査にお

ける各野の正答

率が全国平均と

比較してプラス

3ポイント 

 
 
 
 
(1)  
○ 達成 

 
 
 

 
 
 
 
○ － 
（平成 22年 8月
公表予定の文部

科学省調査で集

約） 
 
 
 
○ － 
（平成 22年 8月
公表予定の文部

科学省調査で集

約） 

 
 
 
 
(1) 今後とも、少人数学級編制
の中学校３年生までの拡充

や、喫緊の課題にも対応し

た「教育山形『さんさん』

プラン」の一層の充実を図

るとともに、効果検証を進

め、指導方法の工夫改善を

推進する。 
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（重点施策）２ やまがた教育コミュニケーション改革の推進 

事   業   計   画 事 業 実 施 状 況 達 成 目 標 達成状況の点検・評価 今  後  の  対  応 

子どもの人間力を育成するため、やまがた教育コミュニ

ケーション改革の学校、家庭、地域における主体的な取組み

の推進を図る。 
 

(1) やまがた教育コミュニケーション改革の推進 

事業推進のための庁内推進委員会や市町村教育委員会

等連絡会議の設置、家庭、地域への普及啓発のためのPTA
座談会や県民フォーラムの開催、PRパンフレット等の作
製・配付を行う。 

また、小中学校の主体的な取組みを促進するための市町

村教育委員会と連携した事業費の支援や、学校の実践事例

集の作成・配付、小中連携強化のための小中合同研修会を

開催する。 

 
 
 
 
(1)-① 改革推進委員会を開
催（2 回）し、学校、家
庭、地域における主体的

な取組みの一層の推進に

向けた環境づくり方策の

検討を実施 
市町村教育委員会等連

絡会議を教育事務所単位

で開催（2 回）し、学校
等の取組み実態と課題等

の情報交換や取組み促進

に向けた意見交換を実施 
(1)-② ＰＲパンフレットを
作成し、関係団体等に配

付 
県内4ブロックでPTA
座談会を開催 
県民フォーラムを 11
月に開催（100人超参加） 

(1)-③ 実践サポート事業に
より、1市 3町の取組み
を支援 
今後、実践事例集（第

3集）を作成・配付予定 

 
 
 
 
(1) コミュニケー
ション改革の視点

を公立学校の教育

計画等へ反映：

100％ 

 

 

 

 

(1) － 
（平成 22年 5月
定期調査により

集約予定） 

 

 

 

 
(1) 平成 20年度に策定した改
革行動指針に基づく、学校、

家庭、地域における取組み

が日常の生活、教育活動の

定着に向け、今後とも、市

町村教委やＰＴＡ連合会と

連携しながら普及啓発と支

援を進める。 
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（重点施策）３ 時代が求める人材の育成 

事   業   計   画 事 業 実 施 状 況 達 成 目 標 達成状況の点検・評価 今  後  の  対  応 

時代が求める人材の育成に向け、戦略的なものづくり人材

の育成、食・農業の担い手の育成、地域医療の担い手の育成

等を図るとともに、国際的に活躍する人材育成のため、小学

校外国語活動の指導者養成や中学校英語合宿の実施など、英

語教育の充実を図る。 
 

(1) 戦略的なものづくり人材の育成 

ものづくりを支える専門的職業人の育成を図るため、工

業高校と地域企業が連携し、生徒の企業実習や教員の企業

研修等を実施する。  
 
 
 
 
 
 
 
(2) 食・農業の担い手の育成 

食・農業を支える専門的職業人の育成を図るため、農業

科設置高校と農業・産業界による推進委員会を設置すると

ともに、生徒の農業インターンシップの充実や農大との連

携を推進する。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(1)-① 推進委員会3回開催
（8月・12月・2月） 

(1)-② 806人の生徒が360
社で実習 

(1)-③ 640人の生徒が28人
の技術者から技術指導 

(1)-④ 企業との共同研究
12テーマ実施 

(1)-⑤ 117人の教員が26社
で企業研修 

 
(2) 人材育成推進委員会を

2回開催（9月・2月） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(1) 技能検定2級合
格者：20人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) － 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(1) － 

（前期2人合格、
後期については 3
月下旬判明） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(1) 生徒と企業との連携を一
層深め、実践的技術を身に

付けた人材の育成を推進す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 新たな地域食資源の創造
研究、地域連携プログラム

研究、農高･農大の連携カリ

キュラム検討、教員の食に

関する現場研修・教材研究

推進など、農業の担い手育

成に向けた取り組みを推進

する。 
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(3) 小学校外国語活動推進のリーダーとなる教員の養成 

平成 23年度からの新学習指導要領完全実施に向けて、
小学校外国語活動の推進リーダーとなる教員の養成研修

会を開催する。 
 

(4) 英語力向上プログラムの作成 

体験学習等を通した英語教育の充実に向けた英語力向

上プログラムを作成する。 
 
 
(5) 国際的に活躍する人材の育成 

国際社会に貢献できる人材の育成のために、英語による

実践的コミュニケーション能力の伸長と異文化理解促進

を図るための事業を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 教育事務所単位で年間
2 回ずつ指導者養成研修
会を開催 

 
 
(4) 英会話合宿を開催（年1
回、県内中学生 40 人参
加）、英語力向上プログラ

ムを作成 
 
(5)-① 前年度の英検受験実
績校において、英検の対

策研究や生徒への指導を

実施 
(5)-② 中堅英語教員（9校）
が授業改善技術を身につ

けながら、県内の英語教

員が共通に抱える課題解

決のための指導モデルを

開発 
(5)-③ 研究開発学校（県立
鶴岡中央高等学校）につ

いて学校設定科目を活用

したコミュニケーション

能力の育成の研究―発信

力、特にスピーキング力

の向上を目指した教育課

程、教材、指導方法の改

善及び効果的なスピーキ

ング力評価の研究を実施 
 

(3) 小学校外国語活
動指導者養成研修

会の参加の学校数 
：50% 

 
(4) － 
 
 
 
 
(5) 英検２級受験
者：1,600人、合格
者：400人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 達成 
（68％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
(5) － 
（2 月末現在、受
験者720人、合格
者181人。年度最
終達成状況は3月
末までに財団法

人英語検定協会

からの情報提供

により、把握予

定） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 平成 22年度も本事業を継
続して、本県における小学

校外国語活動の充実を図

る。 
  
(4) 英語力向上プログラムを

HPに公開し、各学校での活
用を推進する。 

 
 
(5) 引き続き、英語授業改善、
生徒の英語学習に対する動

機づけの一層の向上を図

り、県内英語教育の改善、

充実を推進する。 
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(6) 地域医療の担い手の育成 

医学部医学科を目指す生徒を対象としたセミナーを開催

する。 

(6) 医学部志望者への集中
講義「スーパー医進セミ

ナー」及びフォローアッ

プセミナーを開催。３年

生対象12人、２年生対象
25人（フォロー39人）、
１年生対象 67 人（フォ
ロー64人）参加 

(6) 現役医学部医学
科合格者数：28人 

 

(6) － 

（2月末現在、14
人(推薦入試)。3
月末数は、平成22
年4月調査により
集約予定） 

(6) 「スーパー医進セミナー」
の実施形態の見直しや講義

数の増加により改善を図る

とともに、事業実施後の評

価や関係部局との連携した

地域医療の理解を進め、医

学部進学者数の増加に努め

る。 

 

（重点施策）４ 特別支援教育の強化 

事   業   計   画 事 業 実 施 状 況 達 成 目 標 達成状況の点検・評価 今  後  の  対  応 

子どもや地域の実態に応じた特別支援学校の整備、特別支

援学校卒業生の雇用の拡大や在校生が地域の方と一緒に

オーケストラを体感する機会を設けること等により、特別支

援教育の強化を図る。 
 
(1) 酒田特別支援学校（仮称）の整備 

平成23年4月開校に向けた教育計画の検討、素案を策定
する。また、基本設計・実施設計を行う。 

 
 
 
 
 
 
(2) 障がい者雇用の拡大 

特別支援学校において重度障がい者 3人を雇用し、特別
支援学校を勤務場所とする就業を実現することにより、働

く意欲をより一層高め、学校以外に就労できるようにする。 
 

 

 
 
 
 
 
(1) 教育内容等作成作業部
会を 5回実施、拡大教育
内容等作成作業部会を 3
回、教育内容等検討委員

会を 2回実施、実施設計
作成中 

 
 
 
(2) 山形盲学校、新庄養護学
校、米沢養護学校で各 1
人を雇用 

 
 
 

 
 
 
 
 
(1) 酒田特別支援学
校（仮称）開校に向

けた教育内容等

（案）作成及び基本

設計・実施設計 
 
 
 
 

(2) － 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(1) 達成見込み 
（平成 22年 3月
15日、教育内容等
検討委員会によ

り教育計画案策

定。3 月末までに
実施設計を終え

る予定。） 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
(1) 酒田特別支援学校（仮称）
の平成23年4月開校に向け
て、校舎建築や教育計画等

の作成を進める。 
 
 
 
 
 
(2) 重度障がい者の雇用機会
を拡大していく。 
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(3) オーケストラの体感を通した音楽への興味・関心の向上と

地域との交流 

特別支援学校４校におけるオーケストラの演奏、楽団員

や地域の方との交流を図る。 

(3) 鶴岡高等養護学校、新庄
養護学校、米沢養護学校、

山形養護学校において実

施 

(3) － 
 
 
 

 
 
 

(3) オーケストラを体感する
事業を継続する。 

 

（重点施策）５ キャリア教育の推進 

事   業   計   画 事 業 実 施 状 況 達 成 目 標 達成状況の点検・評価 今  後  の  対  応 

   望ましい勤労観や職業観を身につけ地域産業の発展に貢献

する生徒を育成するため、専門学科及び総合学科と比較的就

職希望者の多い普通科高校において、地域企業・関係行政機

関との連携強化を図り生徒のインターンシップを一層推進す

るとともに、社会人による講座を充実する。 
 

(1) キャリア教育の推進 

職業観・勤労観等の醸成を図るため、インターンシップ

の推進や社会人、先輩等による講演会等を開催する。 

 
 
 
 
 
 
(1)-① インターンシップ実
施生徒数 4,778人（関係
企業2,259事業所） 

(1)-② 社会人講師招聘事業
延受講生徒数22,223人、
講師数354人 

 
 
 
 
 
 
(1) インターンシッ
プ体験生徒：5,000
人 

 
 
 
 
 
 

(1) おおむね達成 
（平成 21 年度イ
ンターンシップ

体験生徒：４,778
人) 

 
 
 
 
 
 
(1) 引き続き、キャリア教育

の推進と着実な定着を図る

とともに、全校における進

路指導のPDCAに基づく事
業評価の公表に努める。 
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（重点施策）６ 高等学校の再編整備 

事   業   計   画 事 業 実 施 状 況 達 成 目 標 達成状況の点検・評価 今  後  の  対  応 

生徒数の減少や社会の変化等に対応し、教育の質的な向上

と学校の活力を保持するため、地区ごとに検討委員会を設置

するなど、地域の声に耳を傾けながら「県立高校教育改革実

施計画」に基づき高校整備を推進する。 
 

(1) 酒田新高校（仮称）の開校準備 

酒田新高校（仮称）の平成 24年開校に向けて開校整備委
員会を設置し、教育課程や制服、実施設計等、諸準備を進め

る。 
 
 

(2) 北村山地区の再編整備 

北村山地区の再編整備計画を策定し、地域説明会を開催し

た後、教育基本計画策定員会を設置し検討を進める。 
 
 
 
 
 
 
(3) 西村山地区の再編整備 

西村山地区の高校再編整備に向けて、有識者による検討委

員会を継続し、高校教育の在り方について検討する。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(1) 開校整備委員会（3回）、
事務局会（6回）、班会（各
班11～14回）を開催 

 

 

 

(2) 12 月に再編整備計画を
策定・公表し、地元 3市
1 町で地域説明会を開催
（約600人参加）。 
村山産業高校（仮称）

の教育基本計画策定委員

会を設置（平成 22 年 2
月） 
 

(3) 検討委員会（3 回）、地
域関係者の意見聴取及び

地元1市4町で「中間ま
とめ」の説明会を開催（平

成21年10月・約250人） 
検討委員会から「報告

書」を収受（平成22年3
月） 

 

 

 

 

 

 

(1) 実施設計等開校
準備の計画的推進 

 
 
 
 
(2) 再編整備計画の
策定・公表 

 
 
 
 
 
 
 
(3) 検討委員会報告
書の収受 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
(1) 達成 
 
 
 
 
 
(2) 達成 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 達成 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
(1) 平成 22年度においては、
開校準備委員会を設置し、

教育課程や市立中央高の校

舎利用の検討、校名や校章

の募集等を行う。 
 
(2) 村山産業高校（仮称）及び
東根中高一貫校（仮称）の

教育基本計画の策定等を行

う。 
 

 

 

 

 

(3) 平成 22年度においては、
西村山地区の再編整備計画

を策定し、地域説明会を開

催する。 
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(4) 西置賜地区の再編整備 

西置賜地区の高校再編整備に向けて、有識者による検討委

員会を継続し、高校教育の在り方について検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
(5) 小規模校の在り方検討 

小規模校が近隣の高校と連携・交流することにより、適正

規模の高校に準じた教育環境を確保するキャンパス制につ

いて検討する。 
 
 

(4) 検討委員会（4 回）、 

地域関係者の意見聴取及

び地元1市3町で「中間
まとめ」の説明会を開催

（平成21年11月・約150
人） 
検討委員会から「報告

書」を収受（平成22年1
月） 

 
(5) 小規模校の在り方に係
る検討委員会（4 回）及
び有識者からの意見聴取 

「県立高校教育改革実

施計画」の一部改訂及び

「県立高等学校キャンパ

ス制の設置要綱」策定（平

成22年2月） 

(4) 検討委員会報告
書の収受 

 

 

 

 

 
 
 
 
(5) 基本方針の策定 
 
 

(4) 達成 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
(5) 達成 
 
 

(4) 平成 22年度においては、
西置賜地区の再編整備計画

を策定し、地域説明会を開

催する。 
 
 

 

 

 

 

(5) 小規模校へのキャンパス
制の導入について、具体的

検討を行う。 
 
 
 

 

（重点施策）７ 中高一貫教育の推進 

事   業   計   画 事 業 実 施 状 況 達 成 目 標 達成状況の点検・評価 今  後  の  対  応 

６年間の一貫した教育課程や学習環境のもとで学ぶ機会

を選択できるようにすることで、中等教育の一層の多様化を

推進し、生徒一人ひとりの個性をより重視した教育の実現を

目指す。 
 

(1) 新たな中高一貫教育校の設置計画の策定 

「山形県の中高一貫教育の在り方に関する検討委員会」報

告書を踏まえ、設置構想を策定し、新たな中高一貫教育校の

設置に向けた事業を推進する。 

 
 
 
 
 
(1) 平成21年4～5月、「中
高一貫教育校設置構想

（案）」に係るパブリッ

ク・コメントを実施し

（115 人から 354 の意

 
 
 
 
 
(1) 中高一貫教育校
設置計画の策定・

公表 

 
 
 
 
 
(1) 達成 
 

 
 
 
 
 
(1) 東根中高一貫校(仮称)につ
いては、教育基本計画策定

委員会を設置し、教育内容

等について検討を行う他、

庄内地区へのモデル校設置
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見）、6月、設置構想を策
定 

  平成21年7～8月、県
内 4カ所で地域説明会を
開催（約400人参加） 

  平成 21年 12月、「山
形県中高一貫教育校設置

計画（内陸地区）」策定 

について検討する。 

 

（重点施策）８ 特色ある学校づくりの取組み 

事   業   計   画 事 業 実 施 状 況 達 成 目 標 達成状況の点検・評価 今  後  の  対  応 

県立学校に学校裁量予算を導入し、各学校の特色ある教育

活動を充実させるための新たな取組みや、これまでの取組み

の拡充を支援し、活力にあふれる主体的な学校づくりを推進

する。 
 

(1) 特色ある学校づくりの推進（特別支援学校） 

特別支援学校 12校の課題解決に向けた特色ある教育活
動を充実する。 

 
  
 
 

(2) 特色ある学校づくりの推進（高校） 
県立高校の特色ある学校づくりを支援する。 

 
 
 
 
 
(1) 特別支援学校12校にお
ける特色ある教育活動を

実施 
  各学校の事業概要につ

いて、県のホームページ

に掲載 
 
(2) 全県立高校（51校）で
予定の事業をほぼ終了

し、実績報告書が提出 

 
 
 
 
 
(1) 特別支援学校 12
校の特色ある学校

づくりの取組成果

の公表 
 
 
 
(2) 学校評議員等に
よるＡ～Ｅ（５段

階評価）でＡ・Ｂ

評価：75％以上 

 
 
 
 
 
(1) 達成見込み 
（3 月に各学校の
事業成果につい

て県のHPに掲載
する予定） 
 
 

(2) － 

（平成 22年 3月
末判明） 

 
 
 
 
 
(1) 継続して、学校裁量予算を
導入し、計画的な取組みを

推進する。 
 
 
 
 

(2) 継続して実施し、併せて
HP に各学校の事業につい
ての自己評価を掲載して県

民からの意見を求め、次年

度の事業計画に活かしてい

く。 
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（基本方針）Ⅲ 広い「かかわり」の中で、社会をつくる  

（重点施策）１ 青少年の社会力の育成 

事   業   計   画 事 業 実 施 状 況 達 成 目 標 達成状況の点検・評価 今  後  の  対  応 

青年の全県的なネットワークの構築のための交流会の開

催、青少年の体験活動の充実等により、地域の教育力の向上

を図り、青少年の社会力を育成する。 
 

(1) 青年の全県的な人的ネットワークの構築 

県内の青年サークル等で活動する青年を対象とする交

流会を開催する。 
 
 
 
(2) 青少年ボランティア活動の推進 

地域貢献活動情報センターを設置し、YYボランティア
セミナー等を実施する。  

  ① YYボランティアセミナーの実施 
  ② YYボランティアフェスティバル等の実施 
 
 
 
 
 
(3) 青少年の体験活動の充実 

小学校における長期自然体験プログラムの開発及び指

導者の養成を行う。 
  ① 長期自然体験プログラムの開発 
  ② 自然体験活動指導者の養成 

 

 
 

 
 
 
 
(1) 青年による実行委員会
を組織し、県青年の家で

1泊 2日の青年交流会を
開催、20 歳以上の青年
52人が参加 

 
(2)-① 県内 4地区で中高生
を対象に実施 
（参加者：220人） 

(2)-② 体験・交流の場を県
内各地で実施 
（参加者：1,464人） 

 
 
 
 
(3)-① 置賜地域をフィール

ドとしたプログラムを開

発 

(3)-② 4 少年自然の家を会
場に自然体験活動指導者

養成研修会を開催し、62
人の指導者を養成 

 

 
 
 
 
(1) 青年交流会参加
者：40人 

 
 
 
 
(2) ＹＹボランティ
ア活動参加者： 

  2,000人 
 

 
 
 
 
 
 
(3) 自然体験活動指
導者の養成：60人 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(1) 達成 
（52人) 

 
 
 
 
(2) 概ね達成 
（1,684人） 
※新型インフルエ

ンザの流行によ

り、セミナーが 1
回中止となり、さ

らに休校等の措

置もあり参加者

が減少した。 
 

(3) 達成 
（62人） 

 

 
 
 
 
(1) 「全県的な交流」、「提案の
具体化」、「地域理解・貢献」、

「若者のまなび」を柱に、

有識者の助言を受けなが

ら、深化、発展を図る。 
 
(2) 「山形方式」の良さを体験
する機会を充実し、認知度

の向上および活動の普及・

啓発を図る。 
 
 
 
 
 
 
(3) これまで 130 人を養成し
たことから、今後、平成24
年度までに 170 人を養成
（計 300人程度、各小学校
約 1 人）することにより、
小学校等における長期自然

体験活動の推進を図る。 
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(4) 社会的ひきこもり青年の社会参加支援 

県内の社会的ひきこもりの青年を対象とする交流会を

開催する。 
 

 

 

(5) 社会的ひきこもりに悩む家庭への相談機会の拡充  

社会的ひきこもり青年の家庭への訪問による相談・カウ

ンセリングを実施する。 
 

(6) 学校と地域の連携推進体制の充実 

東北大学社会教育主事講習等への教員等の派遣を行う。 

(4) 県青年の家、海浜自然 

の家で 1 泊 2 日のプロ 
ジェクト YY交流会を開 
催、団体指導者を含む延

べ77人が参加 
 
(5) 県内 4 団体に委託し、
計４人を配置 

 
 
(6) 東北大学社会教育主事
講習に19人を派遣（教員
16人、教育庁事務局職員
3人） 

(4) － 
 
 
 
 
 
(5) － 
 
 
 
 
 
(6) － 

(4) 自立支援センター巣立ち
等の関係機関と連携し、継

続して実施する。 
 
 
 
(5) 委託先となる民間支援

NPO法人と連携し、継続し
て実施する。 

  
(6) 継続して実施し、すべての
学校への有資格者の配置に

よる学校と地域の連携推進

体制の充実を図る。 
 

（重点施策）２ 高校生による地域の活性化 

事   業   計   画 事 業 実 施 状 況 達 成 目 標 達成状況の点検・評価 今  後  の  対  応 

高校生と地域とのかかわりを深め、地域が持つ魅力を発
信したり社会力を高めるため、地域と連携した取組みの企
画、立案、実施を推進する。 
 

(1) 高校生による地域理解・地域交流の推進 
郷土について理解を深めるための生徒主体の座談会「高
校生やまがた文化カフェ」を実施する。 

 
 
 
 

(2) 高校生の観光学習の実施 
高校生の観光学習と観光プランコンテストを実施する。 

 

 
 
 
 
(1) 寒河江、南陽、鶴岡北
の3校で実施 

 
 
 
 
 
(2) 4～10月、対象校（7校）
において観光学習の実施 

11月、観光プランコン
テストの実施 

 
 
 
 

(1) 高校生やまがた
文化カフェ参加生
徒：1,400人 

 
 
 
 
(2) 高校生提案の観
光プラン：商品化3
校 

 
 
 
 

(1) 達成 
（1,475人） 

 
 
 
 
 
(2)  ― 
（平成 22 年４月
頃判明） 

 
 
 
 
(1) 高校生による地域文化の
伝承と活用及び地域との交
流や地域定着といった本事
業の内容は、特色ある高校
づくり推進事業等で引き続
き実施していく。 

 
(2) JR等と連携して、高校生
の観光プラン商品化のため
働きかけていく。 
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（重点施策）３ 地域文化の伝承・活用 

事   業   計   画 事 業 実 施 状 況 達 成 目 標 達成状況の点検・評価 今  後  の  対  応 

文化財を「山形の宝」として育成し、地域への愛着や誇り

を育むため、文化財について「知る」・「守る」・「活かす」と

いうトータル的な保護の取組みの推進を図る。また、山形ふ

るさと塾の展開により、地域文化伝承活動の推進を図る。 
 

(1) 文化財を「山形の宝」として育む取組みの推進 

文化財の活用を促進するため、住民主体の文化財保護地

域活動への支援を行うとともに、地域のシンボルとなって

いる文化財について重点的な支援を行う。 
また、最上川の文化的景観については、「山形の宝」と

して、国の文化財である重要文化的景観の選定を目指した

取組みを推進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 文化財の適正な保存 

文化財を将来に繋げるため、国、県指定文化財の適切な

保存管理を図る。また、文化財の価値を高めるため、文化

財指定に向けた調査等を推進する。 

 
 
 
 
 
(1)-① 市町村や関係団体等
を通じ、文化財保護活動

事例を紹介 
各地で展開されている

保護活動に対して指導助

言 
7 件の保護活動に対し
補助金を交付 

(1)-② 地域のシンボルであ
る文化財の修繕などへの

重点的な支援を実施（修

繕費補助 1件、嵩上げ補
助 2件、保存管理計画の
策定 1件、文化財指定の
ための発掘調査等2件） 

(1)-③ 調査検討委員会を開
催（3 回）し、本川と景
観単位 28 箇所から構成
される最上川の文化的景

観の範囲を選定 
 
(2)-① 市町村や巡回指導等
による指定文化財の現状

把握と、その修繕や管理

に対する指導助言や補助

 
 
 
 
 
(1) 文化財保護地域
活動への支援：5件
以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 国・県の文化財指
定に向けた諮問： 
4件以上（国2件、
県2件） 

 
 
 
 
 
(1) 達成 
（7件） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 達成 

 
 
 

 
 
 
 
 
(1) 県民の主体的な文化財保
護活動の更なる促進を図る

ため、引き続き、活動に対

する補助等の支援を行う。 
また、観光誘客など文化

財の資源としての活用を促

進するため、関係部局や市

町村に対し、利活用を積極

的に働きかける。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 引き続き、文化財の適正な
保存管理を推進するととも

に、新たな文化財指定に向

け、市町村や専門家と連携

7件（国3件（指定
1 件、追加指定 2
件）、県4件（指定）） 
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(3) 地域文化の伝承の仕組みづくりの推進 

県民同士がふるさと山形のよき生活文化や知恵、伝統芸

能などを教えあい、学びあう「山形ふるさと塾」を推進す

る。 
  ① 県推進協議会・各地域推進協議会の開催 
  ② 山形ふるさと塾アーカイブスの充実 
  ③ 子どもたちに地域の文化等を伝承する活動の支援 
 
 
 
(4) ふるさと塾活動賛同団体の交流・ネットワーク化 

「山形ふるさと塾」の活動を県民運動として展開するた

め、普及啓発やネットワークの構築を推進する。 
  ① 普及啓発の推進 
  ② 山形ふるさと塾フェスティバル、各地区語り部研修

会、交流会の開催 
 
 
 
 
 
 
 
 

を実施（国指定 7件、県
指定 2件の修繕工事の補
助） 

(2)-② 専門家による調査等
を行い、文化財の価値を

検証し、県文化財保護審

議会（2回開催）に諮問 
 
(3)-① 各協議会において、
教育委員会と関係部局と

の連携･支援等を検討、協

議 
(3)-② 事業及び賛同団体の
紹介、自作視聴覚教材の

優秀作品を掲載 
(3)-③ 市町村総合交付金に
より支援 

 
(4)-① 「山形ふるさと塾活
動賞」の表彰や、山形ふ

るさと塾だより（2 回）
の発行等 

(4)-② 活動賛同団体の交
流・ネットワーク化を目

指し、山形ふるさと塾

フェスティバルや、各地

区語り部研修会、交流会

等を開催 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3)、(4) 山形ふるさと
塾活動賛同団体：

250団体 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3)、(4) 達成 
（2 月現在、253
団体) 

 
 
 

を図りながら、県内におけ

る文化財の的確な把握とそ

の価値の検証に努める。 
 
 
 
 
 
(3)、(4) 山形ふるさと塾の全県
展開を進めていくため、関

係各課との連携継続してい

く。 
また、賛同団体のメリッ

トを大切に事業実施にあた

るとともに、地域で活動し

ている新たな団体の掘り起

こしを行っていく。 
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(5) 郷土に根ざした視聴覚教材の普及 

地域文化の保存・伝承に興味を持つ人材の底辺拡大を図

るため、地域性を生かした自作視聴覚教材制作への支援と

活用・普及の促進を図る。 

(5) 自作視聴覚教材制作   
技術講習会、県コン      
クール・映像祭等を実    
施 

(5) － (5) 継続して実施し、学校教育
及び社会教育における自作

視聴覚教材の充実を図って

いく。 
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（重点施策）４ スポーツの振興 

事   業   計   画 事 業 実 施 状 況 達 成 目 標 達成状況の点検・評価 今  後  の  対  応 

世界で活躍できるスポーツ選手の育成を目指した子ども 
たちの発掘・育成やスポーツ競技力の強化、県民に身近なプ

ロスポーツへの支援など、感動と活力を生み出す力強いス

ポーツの推進、また、総合型地域スポーツクラブの育成など、

生涯にわたって誰にでも親しめるスポーツの振興を図り、ス

ポーツのある生活の実現を目指す。 
 

(1) 競技スポーツの強化 

オリンピックや国際大会など全国トップレベルで活躍

できる選手を育成するとともに、国民体育大会において全

国 20位台の成績を確保するため、各競技団体等への支援
を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 競技団体の特別強化事業への支援 

国民体育大会において全国 20位台の成績を確保するた
め、各競技団体がオフシーズンに実施する特別強化事業の

ほか、県内の指導者を全国トップレベルチーム等へ派遣す

る事業等に対し支援を行う。 

  

 
 
 
 
 
 
 
(1)-① 競技スポーツ強化戦
略会議を開催（2回） 

  コーチングスタッフ会

議を開催（2回） 
(1)-② 駅伝競走特別強化事
業を実施 

(1)-③ 競技スポーツ強化事
業（基礎強化事業、トッ

プアスリート強化事業

等）を実施 
(1)-④ スポーツ医・科学推
進事業でトレーナー養成

講座を実施 
(1)-⑤ 中学生対象の少年野
球強化育成事業を実施 

 
(2)-① 競技団体を 14 競技
に特化した国体終了後の

オフシーズン強化育成事

業を実施 
(2)-② 指導者スキルアップ
事業を実施 

 

 

 

 

 

 

 
(1) 国体天皇杯順
位：20位台 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) － 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) 達成 

（全国第27位) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(1) 次年度以降も全国 20位台
以上の確保を目指し、強化

事業を推進する。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 次年度以降も全国 20位台
以上の確保を目指し、特別

強化事業を推進する。 
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(3) 全国高等学校総合体育大会の円滑な運営 

平成 23年度に本県で開催される全国高等学校総合体育
大会スキー競技を円滑に実施するために、前年度の準備経

費及び特別強化事業費を県高等学校体育連盟に補助する。 

 

(4) あかねケ丘陸上競技場の改修 

走路施設等の経年劣化による損傷が進んでいることか

ら、利用者の安全の確保を図るため、平成20年度のトラッ
クのオーバーレイに続き、フィールドのオーバーレイ及び

外周擁壁等の改修工事を実施する。 

 
(5) 世界をめざす子どもたちの発掘と育成 

オリンピックや国際大会で活躍するスポーツ選手の輩

出を目指し、小学校３年生・４年生の子ども達の中から優

れた才能を持つ子ども達「YAMAGATAドリームキッズ」
を発掘し、育成を図る。 
 

(6) 山形県民スポーツフェスティバルの開催 

「県民一人一スポーツ」の実現をめざすためにスポーツ

環境を提供する。 

・県民スポーツレクリエーション祭の開催 

・県少年少女スポーツ交流大会の開催 

 

 

(2)-③ カヌー競技の競技力
維持・向上を図るため、

特殊競技補助事業を実施 
(2)-④ 山形県体育協会が実
施する競技力向上事業に

対し補助 
 
(3) 事務局運営費及び強化
事業としての国外や国内

の強化合宿経費の補助 
  
 
(4) 工事概要 
オーバーレイ工  

  A=2,634.3㎡ 
外周擁壁改修工 

   L=  351.6 m  
 
(5) 「YAMAGATAドリー
ムキッズ」の第1期生は、
3回の選考を経て第 1期
生 30 人を選考（応募数
577人） 

 
(6) 県民スポーツレクリ
エーション祭は、10月第
3 日曜日、県少年少女ス
ポーツ交流大会は 10 月
第1日曜日を基準日とし
て開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) － 
 
 

 

 

(4) － 

 

 

 

 

  

(5) － 

 

 

 

 

 

(6) － 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 事業実施期間を平成 21年
度から23年度までの3年間
とする。 

  

 
(4) － 
 
 
 
 
 
(5) 選考されたドリームキッ
ズの育成を計画的に実施し

ていくとともに、毎年30人
程度の子どもたちの選考を

実施する。 
 
(6) 種目団体と連携しながら
参加者の拡大と県民のス

ポーツレクリエーション活

動の習慣に向けた検討を進

める。 
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(7) 「総合型地域スポーツクラブ」の創設・育成の支援 

地域住民が生涯にわたってスポーツに親しむことがで

きる「総合型地域スポーツクラブ」を県内全市町村に創設・ 

育成する。 

 

 
 

 (8) 県民に身近なプロスポーツ（サッカー）の支援 

県民に大きな「夢」と「感動」を、地域に「活力」をも

たらすとともに、“山形”の広告塔の役割も果たすプロサッ

カーチーム「モンテディオ山形」を運営する（社）山形県

スポーツ振興21世紀協会の運営支援を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 県民に身近なプロスポーツ（野球）の支援 

楽天イーグルス２軍本拠地というメリットを最大限活

用し、野球レベルの向上、青少年の健全育成、スポーツを

通じた地域活性化等の効果をさらに高めるため、少年野球

教室やホームゲーム運営体験教室を開催するとともに、

「楽天支援協議会」を設立し観客の増加に向けた取組みを

行う。 

(7) 県内5所の「広域スポー
ツセンター」において、

総合型地域スポーツクラ

ブの設立・運営や活動へ

の支援と、広く県民への

周知啓発を実施 
 
(8)-① モンテディオ山形の

J1昇格に伴い、クラブ運
営団体に対し、正会員費

として6,000万円を支援 
(8)-② クラブ運営費等にお
ける諸課題の解決に向け

た支援として、県外各地

域の県人会総会での支

援・応援の呼びかけを実

施（関西、京都、東京連

合会（東京事務所対応)、
広島（大阪事務所対応）） 

 
(9)-① 少年野球教室8回開
催、延べ約800人参加 

(9)-② ホームゲーム運営体
験教室の実施（1回） 

(9)-③ 県及び村山地域 14
市町による「山形県楽天

支援協議会」を設置、会

議開催（検討会、本会議

（1回）） 

(7) 総合型地域ス
ポーツクラブ設置

市町村： 
県内36市町村 
（旧44市町村） 

  
 
(8) － 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) － 

(7) 未達成 
（34 市町村／旧
44市町村） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 未設立町への個別かつ具
体的支援の充実と研修会等

の充実を図り既存クラブへ

の支援を検討する。 
 
 
 
(8) 山形県に様々な効果をも
たらすJ1「モンテディオ山
形」を運営する(社)山形県ス
ポーツ振興21世紀協会に対
し、継続した支援を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
(9) 楽天２軍本拠地の継続と
県内試合の平均入場者数１

千人の安定的確保を目指

し、継続した取組みを行う。 
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（基本方針）Ⅳ 学校と地域を元気にする  

（重点施策）１ 教員の資質向上 

事   業   計   画 事 業 実 施 状 況 達 成 目 標 達成状況の点検・評価 今  後  の  対  応 

教員評価制度の整備、山形大学教職大学院への派遣、学校
評価の充実、評価結果の公表の推進等により、教職資質の一
層の向上及び本県教育のさらなる充実を図る。 

 
(1) 教職員評価を通した資質向上 

教職員評価制度の実施により教員の資質向上に資する
とともに、綱紀保持の指導を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 山形大学教職大学院への教員派遣 
本県教職員のリーダーとなる人材を育成するため、山形
大学教職大学院に教員を派遣する。 

 
 
 

(3）学校評価の充実、公表の推進 
県立高等学校へ学校評議員を配置するとともに学校関
係者評価委員会を開催する。 

 
 
 
 
(1)-① 各学校における試行
の実施 

(1)-② 評価者研修会の開催
（6月、2月） 

(1)-③ 評価システム改善の
ための検討委員会を開催
（1月） 

 
 
 
 
 
(2) 県教育委員会で策定し
た派遣計画に基づいて募
集し、選考の上、山形大
学教職大学院に 10 人の
教員を派遣 

 
(3) 各高等学校からの推
薦調書により、学校評議
員と学校関係者評価委員
を委嘱し、各県立高等学
校で学校評議員会を開催 
・学校評議員333人 
・学校関係者評価委員

390 人（うち学校評議
員326人） 

 
 
 
 
(1)  
○ 教員評価試行
実施校割合：
100％ 

 
○ 教員懲戒処分
件数：0件 

 
 
 
 
 
(2) 山形大学教職大
学院派遣教員10人
による理論と実践
を結びつけた研修
成果の発表 

 
(3) 
○ 県立高等学校
における学校関
係者評価の公表
率：100％ 

 
○ 県立高等学校
における学校関
係者評価の HP
等による一般公
表率：70％ 

 
 
 
 
(1) 
○ 達成 

 
 
 
○ 未達成（２月
末現在20件） 

 
 
 
 
 
(2) 達成 
（平成 22年 2月
20日実施) 

 
 
 
(3) 
○ － 
（平成 22 年４月
頃判明） 

 
 
○ － 
（平成 22 年４月
頃判明） 

 
 
 
 
(1) 引き続き、教員評価の全校
試行を実施する。一方で、
評価結果を次年度にどう生
かしていくのか等、新たな
課題が見えてきたことか
ら、検討委員会で検討を加
え本格実施に備えていく。 
また、自家用車運転中の
事故や違反が増加してお
り、この点について指導を
強化していく。 

 
(2) 今後も引き続き、山形大学
教職大学院に教員を派遣
し、本県教職員にリーダー
育成に努める。 

 
 
(3) ＰＴＡ総会を活用して保
護者等を対象とした説明を
行ったり、学校のホーム
ページや地域広報誌への掲
載などの方法により、より
広く内容が周知されるよ
う、働きかけをしていく。 
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（重点施策）２ 教師のゆとり創造の推進 

事   業   計   画 事 業 実 施 状 況 達 成 目 標 達成状況の点検・評価 今  後  の  対  応 

教師が子どもとじっくり向き合い、心が通い合う教育を実

践するために、教師の時間的、精神的ゆとりを生み出すため

の環境整備を図る。 
 

(1) 「教師のゆとり創造アクションプログラム」の着実な推進 

庁内関係課室長等で構成する「教師のゆとり創造推進会

議」を開催し、アクションプログラムを推進する。 
各学校現場の教職員、PTA 等で構成する「校種別ワー
キング会議」を開催し、各学校現場の現状把握、多忙化対

策について具体的方策を検討する。 
小学校教頭及び教務主任を対象に、学校マネジメント研

修会を開催し、管理職の組織マネジメント、教師の多忙化

対策について、学校現場での取組みを推進する。 
 

 

 

 

 

 

 

(2) 各学校におけるゆとり創造のための重点事項の決定と実践 

校長が校務運営、教育内容、指導方法の見直し・改善に

ついて、所属職員と協議のうえ、今年度の重点的な取組事

項を１つに決定し、全職員で実行する。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(1)-① 推進会議を開催（2
回） し、アクションプロ
グラムの進捗状況の確認

と、今後の取組みを検討。 
(1)-② 小中教頭と庁内関係
課室による意見・情報交

換会を開催 
(1)-③ 教育事務所ごと、小
学校教頭及び教務主任を

対象にした学校マネジメ

ント研修会を開催 
  村山：7/21(128人参加) 
  最上：9/ 3(40人参加) 
  置賜：6/30(64人参加) 
  庄内：7/16(83人参加) 
 
(2) 各校の実施計画書提出
（6月） 
中間報告書を提出（1
月） 
効果のあった事例を普

及啓発（3月） 
 
 
 

 
 
 
 
(1)  
○ 「教師のゆと

り創造アクショ

ンプログラム」

の目標の達成：

100％ 
 
○ 定点調査（11
月期）における

小・中・特支・

高校の週（7 日
間）あたり時間

外平均：10.1 時
間 

 
 
(2) 実効ある『１(ワ
ン)プラン』実施
率：100％ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(1) 
 ○ － 
（平成 22年 5月
定期調査により

集約予定） 
 
 
○ 未達成 
（10.3時間） 

 
 
 
 
 
 
 
(2) 達成 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(1) 平成 22年度も、推進会議
の開催等により、アクショ

ンプログラムの推進を図る

とともに、次期アクション

プログラムの策定を行う(平
成23～25年度)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 事例集を配付することに
より、一層のゆとり創造を

推進する。 
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(3) 学校のマネジメント機能の強化 

新たに配置された主幹教諭を学校のマネジメント機能

に効果的に結びつけるための、適切な校務分掌の在り方等

について検証及び検討を行う。 
① 主幹教諭を学校のマネジメント機能にどう結び付け

ていくか研究する。 
② 実効ある『１(ワン)プラン』の普及のための実践事例
集の作成。 

 
(4) 学校支援ボランティア活動の推進 

地域住民の支援により学校の教育力の充実を図る「学校

支援地域本部」の設置を推進する。 
  ① 県学校支援地域本部運営協議会の開催 
  ② 地域コーディネーター研修会の開催 
  ③ 学校支援地域本部の設置 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 生徒指導、相談体制の充実 

スクールカウンセラー、県教育相談員、子どもふれあい

サポーターを必要のある小中学校に配置する。 
  
 
 
 
 
 

(3) 年3回（8月、12月、1
月）、主幹教諭配置による

効果についての事例発表

及び情報交換会を開催 
3 月、実践事例集を発
行予定 

 
 
 

(4)-① 2 回開催し、学校支
援ボランティアのあり方

や地域と学校の連携につ

いて協議 
(4)-② 4 地区で開催し、地
域コーディネーターや教

員、市町村職員を対象に

地域と学校の連携のあり

方について研修を実施 
(4)-③ 市町村委託事業とし
て「学校支援地域本部」

を設置 
 
(5) スクールカウンセラー
（中学校55校）、教育相
談員(中学校60校)、子ど
もふれあいサポーター

（小学校21校）に配置 
 
 
 
 

(3) 主幹教諭配置校
でマネジメント機

能が強化された割

合：100％ 
 
 
 
 
 
(4) 学校支援地域本 
 部の設置数：22市 
 町村31本部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) － 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 達成 
（16校） 

 
 
 
 
 
 
 
(4) 達成 
（23市町村32本
部） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 来年度も主幹教諭の活用
について検証し、普及啓発

に努める。 
実効ある『１(ワン)プラ
ン』を継続実施し、効果の

ある事例を周知していく。 
 
 
 
(4) 継続して実施するととも
に、特に、地域コーディネー 

ター研修会においては、実

践事例をもとにした学校と

地域の連携・協働のしくみ

づくりの推進を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
(5) 今後も、生徒指導、教育相
談体制を充実するため、必

要な学校にスクールカウン

セラー、教育相談員、子ど

もふれあいサポーター等を

継続して配置する。 
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(6) 退職教員等の外部人材の活用による教員のサポート 

教員の多忙化を解消し、子どもと向き合う時間を確保す

るため、退職教員等の学校が求める人材を派遣し教員をサ

ポートする。 
 
 

(7) 学校の情報化の推進 

教員の一人１台パソコンを更新するとともに、校内

LAN の改善及び維持管理、ソフトウエアの整備などの校
務の効率化を進めていくうえでの条件整備を行う。 
また、県立高等学校への教育用パソコン、デジタルテレ

ビ、ソフトウエアの整備等により、教育の情報化を推進す

る。 
併せて、各校における情報セキュリティのルール策定を

進める。 
 

 

(8) 管理監督者向けメンタルヘルスセミナーの開催 

各学校等におけるメンタルヘルス対策の推進を図るた

め、校長・教頭等を対象とし、職場の円滑な人間関係の構

築、職場のストレス要因の軽減及び心に不調を生じた職員

の早期発見・早期対応策についてのセミナーを開催する。 

 

(6) 学校の運営計画の基づ
き希望のある学校に、

104 人の外部人材を配置
（小、中、特別支援学校） 

 
 
(7) 各事業について、国庫
補助金の交付が決定した

11月以降に入札を実施、
整備 
各校の情報セキュリ

ティに係る規定は、「県立

学校における教育情報資

産の取扱いについて」（8
月策定）に基づき 3月初
めまで策定済み 

 
(8) セミナーは、新型イン
フルエンザの影響により

中止 
代替として、新採校

長・新採教頭及び過去 5
年間にセミナーを一回も

受講していない校長・教

頭（653 人）に対し、ガ
イドブック「管理・監督

者のためのメンタルヘル

スケア」を配付 

(6) 学校の運営計画
に基づき配置を希

望する学校への外

部人材を派遣して

いる措置率：100% 
 
(7) 校務に ICT を利
用できる教員の割

合：100％ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) 管理監督者向け
メンタルヘルスセ

ミナーの参加者

数：300人 
 

(6) 達成 
 
 
 
 
 
(7) － 
（国の調査によ

る指標のため達

成状況は平成 22
年8月頃に判明） 

 
 
 
 
 
 
(8) 未達成 
（ガイドブックの

配付により、職場

におけるメンタ

ルへルス対策の

必要性について、

広く意識付けを

行った。） 

(6) 今後も、学校の運営計画に
基づき配置を希望する全て

の学校に継続して外部人材

を派遣し、教員の多忙化の

解消に努める。 
 
(7) 年度内に整備される教員
一人１台パソコンの活用の

ため、今後は、情報コンテ

ンツの整備等、さらに利用

しやすい環境づくりを進め

ていく。 
 
 
 
 
 
(8) これまで希望者参加型 

で実施してきたセミナー 

を、平成22 年度からは「山
形県教員研修体系」に位置

づけ、悉皆的に実施する。 
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（重点施策）３ 県立学校施設等の耐震化 

事   業   計   画 事 業 実 施 状 況 達 成 目 標 達成状況の点検・評価 今  後  の  対  応 

学校施設は、児童生徒等が一日の大半を過ごす活動の場で

あり、非常災害時には地域住民の応急避難場所としての役割

も果たすことから、その安全性の確保は極めて重要である。 
  このため、県立学校施設の耐震改修等整備を推進するとと

もに、公立小中学校等の耐震化推進に向けた支援・働きかけ

を行う。 
 
(1) 県立学校施設の耐震化 

児童生徒の安全確保及び災害時における避難所として

の役割などの観点から、県立学校施設の耐震化を計画的に

進め、早期完了をめざす。補強可能な施設については、「山

形県県有施設耐震改修実施計画」により耐震化を進め、平

成22年度までに補強を完了する。 
なお、補強困難な施設については、財政状況を勘案しな

がら早期の改築完了を検討することとし、改築までに相当

の期間を要する施設については、応急補強などの対応を行

う。 
 
 

(2) 市町村立学校の耐震化 

市町村学校の学校施設ついては、二次診断の早期実施、

文部科学省の補助事業活用による耐震化の推進・加速を要

請していく。 

 
 
 
 
 
 
 
(1) 予定していた35棟の耐
震改修工事及び 2棟の改
築すべてについて工事発

注完了 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 市町村に対して研修会
を開催（2 回）及び文書
により耐震化の推進を要

請（2 回）するとともに
「公立小中学校等耐震診

断緊急補助事業」を実施

（2市町村） 

 
 
 
 
 
 
 
(1) 県立学校施設の
耐震化率：81.2％ 
（平成 22 年 3 月
31日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) － 

 
 
 
 
 
 
 

(1) 達成見込み 
（2 月末現在、
80.5％。3 月末ま
での工事完了状

況を4月初めに把
握予定。） 

 
 
 
 
 
 
 
(1) 「山形県県有施設耐震改修
実施計画」に基づき平成22
年度までに耐震改修を完了

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 引き続き耐震化の推進を
働きかけるとともに、研修

会、情報提供などの支援を

行っていく。 
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（重点施策）４ 私立学校の教育環境の整備 

事   業   計   画 事 業 実 施 状 況 達 成 目 標 達成状況の点検・評価 今  後  の  対  応 

私立学校の振興と教育水準の維持向上等を図るため、私立

学校の教育環境の整備を図る。 
 

(1) 私立学校に対する支援 

私立学校の振興と教育水準の維持向上を図るため、人件

費を含む経常的経費に対して補助を行う。 
 

 

(2) 私立高校生のいる世帯への家計負担の軽減 

経済的理由により修学が困難となる生徒の授業料等を

軽減する私立高校に対して補助を行う。 
 
 

 

 

 

 

 

(3) 私立幼稚園の耐震化の促進 

私立幼稚園の耐震化を推進するため、国庫補助対象とな

る耐震補強及び耐震改築工事に対して補助を行う。 

 
 
 
(1)-① 私立学校の経常的経
費に対して補助（125校） 

(1)-② 私立学校への助成に
係るリーフレット配付 

 
(2)-① 授業料軽減を行った
高校に補助（2,025人） 

(2)-② 制度 PRリーフレッ
トの配布 

(2)-③ 9 月補正予算におい
て補助単価の増額を 4月
に遡及し実施 

(2)-④ 補助単価増額の周知
等のリーフレット配付 

 
(3)  国庫補助対象の耐震
改築工事を行った幼稚園

に補助（1園） 

 
 
 
(1) － 
 
 
 
 
(2) 経済的理由によ
る退学者数の対前

年度減少：16人以
下（平成20年度：
17人） 

 
 
 
 
 
(3) － 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) － 
（平成 22年 6月
定期調査により

集約予定） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(1) 私立学校の振興と教育水
準の維持向上のため今後も

補助を継続する。 
 
 
(2) 平成 22年度より支給され
る高等学校等就学支援金と

相俟って家計の負担が一層

軽減されるよう、新たな制

度を実施する。 
 
 
 
 
 
(3) 私立幼稚園の耐震化を促
進するため、制度の周知を

図っていく。 
 


